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[長期総合計画] [事業基本情報]

分野別目標 3 ○ 管理経費

政 策 1

施 策 1 ○ 法定受託事務

取組方針 2

事業実施の根拠法令

関連個別計画

担当課・担当課長・Tel 小井淳司 435-1064

関連課
充実 拡大

１　事業内容

事
業
目
的

２　事業コスト

当初予算 決算 当初予算 決算 当初予算 決算 決算 計画 決算

5,055,904 5,136,476 5,315,332 5,319,862 5,976,885 5,803,835 6,107,114

- - 5.1% 3.6% 12.4% 9.1% ▲100.0% 0.0% -

37,479 77,146 77,146 72,904 72,904 68,559 71,929

3,978 4,977 4,723 4,236 2,398 3,804 2,378

41,457 82,123 82,123 77,140 75,302 72,363 74,307

1,739,275 1,767,733 1,854,764 1,921,744 2,197,524 2,193,301 2,256,083

869,637 917,546 1,009,501 1,083,083 1,265,574 1,249,979 1,334,726

982,386 1,002,821 776,101 814,362 695,218 685,694 620,584
1,363,944 1,448,376 1,674,966 1,500,673 1,818,569 1,674,861 1,895,721

5.58 10.14 10.14 9.17 9.17 8.6 9.02

3.03 3.18 3.18 2.81 1.59 2.41 1.51

３　目標及び実績
単位 平成27年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 39 43 43 45

実績値 39 43

達成度(%) 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成度(%)

目標値 75,000 79,000 83,000 84,000

実績値 74,855 82,402

達成度(%) 99.8% 104.3%

目標値 39 43 43 45

実績値 39 43

達成度(%) 100.0% 100.0%

事
業
内
容

私立保育所及び認定こども園
の入所事務や運営にあたり事
業費、人件費等の諸経費の支
出事務の実施

私立保育所及び認定こども園
の入所事務や運営にあたり事
業費、人件費等の諸経費の支
出事務の実施

私立保育所及び認定こども園
の入所事務や運営にあたり事
業費、人件費等の諸経費の支
出事務の実施

私立保育所及び認定こども園の
入所事務や運営にあたり事業
費、人件費等の諸経費の支出事
務の実施

私立保育所及び認定こども園
の入所事務や運営にあたり事
業費、人件費等の諸経費の支
出事務の実施

平成31年度

当初予算

2.2%

71,929

事業費 6,107,114

事業費等　（千円）
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

伸び率（％）

活
動
指
標

そ の 他

2,378

国庫支出金

県支出金

74,307

2,256,083

人件費

正規職員
正規職員以外

小計

平成28年度

所要人数
（人）

正規職員
正規職員以外

40

成
果
指
標

76,000

40

40

主な予算内訳

78,454

103.2%

100.0%

40

100.0%

交付金 6,107,114千円

9.02

運営費交付対象市内施設数

指標名

所（園）

私立保育所及び認定こども園入所児童数

和歌山市内の私立保育所及び認定こども園数

人

所（園）

市　　債

620,584

1,334,726

1.51

1,895,721一般財源（税等）

児童保育費

一般会計

民生費

事　務　事　業　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

施設型給付事業

事業区分(1)
事業経費

その他

安心して子供を生み育てることのできる環境の整備

子供たちがいきいきと育つまち

その他

款

平成２９年度 平成３０年度平成２７年度 平成２８年度

子ども・子育て支援法第27条第1項及び児童福祉法第51条第1項第5号

（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 全体事業概要
国で定められた保育単価に毎月の入所児童数を乗じた額と、特別な事業の実施がある場合に施設
機能強化推進費等を加算し施設型給付費として支弁する。

対象；私立保育所（園）及び認定こども園
目的；保育所及び認定こども園の安定的、継続的な運営のため
入所児童数に応じ、教育・保育を実施するための施設型給付費
を交付することにより、教育・保育の質を確保し、児童の健全
な心身の発達を図る。

保育こども園課

平成３１年度

事業期間 ～

大事業

項

児童保育事業

会計

施設型給付事業中事業

会計・
予算区分

継続事業種別

子供が健やかに育つことができる環境づくり
事業区分(2)

自治事務

安心して子供を生み育てることのできる環境の整備

児童福祉費

目



４　事業の評価

○

○

○

○

○

○

○

○

○

５　今後の方向性（担当課評価）

充実 ○

現状維持

縮小

廃止

縮小 現状維持 拡大

評価基準

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している

[妥当性]官民の役割は妥当か 市が行うべき

横ばい 減少している

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか

中長期的に取り組む 緊急性は薄い

できない

[妥当性]事業手段は妥当か 現行の手段でよい

他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む

一部見直しが必要

達成している(90%以上) おおむね達成(70～90%未満)

[有効性]上位施策への貢献度 貢献度は低い一定の貢献度がある重要かつ高い貢献度がある

[有効性]更に効果が期待できるか できる あまりできない

[効率性]事業費を抑制できるか

　コスト投入の方向性

達成していない(70%未満)

ゼロ

できない 制約はあるが可能性はある できる

見直しが必要

[効率性]受益者負担の見直し 適正 負担は求められない 見直しが必要

見直し・改善内容 保育所、認定こども園の定員の見直しや多様な保育サービスの提供により、保護者ニーズに応えていきたい。

担当課評価の根拠
保育所、認定こども園の入所希望児童が増加しており、希望の認定こども園や保育所に入所できないケースも増えて
いる。

事
業
内
容
の
方
向
性


